
市道稲田中央線の開通に伴うバス路線の改編案

について 

 

１ 改編対象路線 

  「吉川庁舎前」停留所を使用する全ての路線 

 

２ 改編の内容及び理由 

 (1) 吉川支所とみのり農協吉川支店との間の市道稲田中

央線の開通（令和２年１０月１日開通予定）に伴い、「吉

川庁舎前」停留所が変更となることから、バス路線の一

部を改編する。 

 (2) 現行の「吉川庁舎前」停留所は「郵便局前」及び「農

協前」に分かれているが、利用者に分かりやすくするた

め、同線上に新設する停留所に集約し、停留所数を３か

所から２か所とする。 

 

３ 改 編 日 

  令和２年１０月１日（木） 

 

４ 運行事業者 

  神姫バス株式会社 

 

５ 対象位置図及び運行ルート 

別紙４－１及び別紙４－２参照 

 

資料４ 
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別紙４－１

主に吉川第１～第４ルート
（よかたんバス）で使用

１

２

３

１

４

主に三木・社方面行きで使用

主に三田方面行きで使用

主に三田方面行きで使用
（変更なし）

主に三木・社方面行きで
使用（②及び③を集約）

現 行

改編後

吉川第１～第４ルート（よかたん
バス）は行き先により使い分け
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別紙４－２ 

社 ・ 三 田 線 の 運 行 ル ー ト  
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